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○議長（北崎安行君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

令和７年第３回豊後高田市議会定例会会議録（第２号） 
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 日程第１、第43号議案から第54号議案まで及び報

第９号から報第12号までを一括議題とします。 

 このうち、第52号議案から第54号議案までにつき

ましては、先例により後ほど設置を予定しておりま

す決算審査特別委員会で質疑を行うことといたしま

す。 

 この際、議員各位にお知らせいたします。 

 質疑及び質問に関連して、２番、在永 恵君及び

16番、大石忠昭君からの資料要求があり、市長に提

出依頼をしたところ、お手元にお配りのとおり提出

がありましたので、ご了承願います。 

 議案質疑通告表の順序により、16番、大石忠昭君

の発言を許します。 

 16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  皆さん、おはようございま

す。日本共産党の大石忠昭でございます。 

議案質疑ということで市長から提案されておりま

す議案について、１時間ということですので、市民

にとって大事な点と私が感じる点についてですね、

深める立場から議論をしたいと思いますので、簡潔

に答弁を求めたいと思います。 

 最初は、第43号議案で一般会計の補正についてで

あります。 

 今回の一般会計の補正額は、１億4,167万1,000円

になっておりますが、そのうちに１点聞きたいのは、

繰越金という補正で１億854万2,000円ありますが、

前年度の黒字が４億円を超えたと思うんですけれど

も、そのうち、今回１億854万円の繰入れなんですけ

ども、これを繰り入れますと、あと市民のために使

える前年度からの繰越金が幾らになるのかですね、

あと法定積立もあると思うんですけれども、それを

市民に分かるように、市の財政は非常によいよいと

いうことになっておりますのでね、あと使える金が

どれだけあるかということが一つです。 

 ２つ目の問題は、物価高騰対応の重点支援地方創

生の臨時交付金がですね、今回約1,500万円提案され

ておるんですけども、今年度に１年間を通じてです

ね、この種の臨時交付金が豊後高田市に納入される

見込みというのも市民にとって大事な課題なんです

けども、1,500万円だけなのか、あとどれだけあるの

かということを説明をしていただきたい。 

 それから３つ目が、高齢者の難聴者に対する補聴

器の購入補助金の予算が提案されました。資料をも

らっておりますが、それによりますと、この購入補

助金の対象者は65歳以上の非課税世帯に限ると、で、

上限が１人２万円となっておるんですけれども、こ

れは、私もこれまで６回議会で取り上げております

けれども、前回の６月議会で市長からですね、補助

事業を豊後高田市も他市町村に先駆けてやろうとい

う答弁がありました。６月の議会には、その内容に

ついて提案しようということだったんですけれども、

この２万円ということでですね、いろんな方から、

大分合同新聞に掲載されましたんで、２万円という

ことについて、４人か５人からですね、今どき10万

円から20万円かかるのに２万円もらってもね、そう

喜ぶ人は少ないんじゃないかというような声もある

んですね。 

 私も会議録をずっと最初から読み直してみたんで

すけども、最初取り上げたときはですね、今から６

年前に取り上げたんですよ。市のほう、非常に前向

きな答弁をしておりますけどね、その時は全国で二

十数市町村しかこの市町村独自の補助金なかったん

です。その時から私取り上げてきたんですけどね。

いろいろ研究しようということで答弁があったんで

すけれども、今はですね、全国で483自治体まで広がっ

ているんですよ。483自治体が９月１日現在、私、調

べましたけどね、広がっているんですよ。 

 だから、前の時は私、２万円でも３万円でもとい

うのは６年前主張しておるんですけどね、会議録見

ましたら、６月議会では全国的に多いのは５万円で

すよと、１人に対して５万円の補助金ですよと、全

国的には10万円を超えたところもありますよという

質問していますわね。 

 それに対して、今度は予算が出まして、50万円の

予算で１人２万円という予算なんですけどね、その

２万円ということが、いわゆる適切となったから出

したんでしょうけどね、私は適切と今の時代では思

えないもんだから質疑しているんですけど、これ２

万円が適切だと、なぜ２万円ということになったの

かね、市民が理解できるんかなあと、市民の中では

合同新聞を読んで、２万円ではちょっとという声が

多いんですけどね、いや、２万円が適当なんだとい

うならば、その理由を説明をしてもらいたいという

のが３点目ですね。 

 ４点目については、プレミアム商品券の第10弾の

予算を提案しているんですけども、これは県下の中

でね、豊後高田市だけですよ、10弾を出すというこ

とも。しかも、これまで９回を分析してみましたけ

ども、今度の10弾が一番金額的には大きいんですね、

事業費が一番大きいんですよね。そのことについて、
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私はまずね、これまでも何度も議論をしてきている

んだけども、今回、まず聞きましてね、後で再質疑

でやりたいと思うんですけども、プレミアム分だけ

でも１億860万円分なんですけども、これがですね、

市民の中でどれぐらいが購入し、３割のプレミアム

分を活用していただけるというような、いわゆる想

定をしてですね、提案した内容、しかも過去最高の

金額になっているんですけども、それでですね、ど

れぐらいの市民が利用できると考えているのか、こ

の経済効果、市民の物価高対策にどうなると考えて

いるのか、これが適正だということをですね、市民

に分かるように説明をしてもらいたい。 

 それから５番目が、昭和の町魅力持続化事業費で

すね、これについてですね、まあ久しぶりの補助金

なんですけども、これは、もう永松市長時代からずっ

と実施されてきた補助金だと思うんですけども、今

回の内容についてどういう事業なのか、ちょっと説

明をしてもらうと、あとまた再質疑でやります。 

 それから、６番目の桂陽小学校の児童クラブの利

用者が増加するという対策でですね、もう一部屋、

新しいいわゆる施設を大分県で豊後高田はね、高田

小学校側にも桂陽小学校側にも新しい施設を造ると

いうのは大分県一なんですよね。一のことを実施し

ておるんですけども、予想以上に桂陽小学校の利用

者が増えて、もう一部屋足らないということになっ

たということもね、本当に市にとってありがたいこ

とですわね、それだけ子どもが増えておるし、利用

者が増えるということはいいんですけども、今回の

空調――新しく放課後児童クラブの利用する教室を

増やすことによって、空調費が提案されているんで

すけど、その辺を分かるように説明してください。 

 次の７番は、小学校の体育館の空調新設に伴う設

計委託料、８番は中学校の体育館に同じ内容なんで

すけどね、同じ趣旨の質疑ですので、答弁も一括し

ても結構です。 

 質問も７、８で一緒でやりたいと思うんですけど

も、これにつきましてもですね、私もこれまで議会

で、避難所として使用している体育館についてはね、

国のほうが補助率が３分の１から２分の１に変わっ

たということで、国のほうも推進をしているから豊

後高田市も計画的に計画書を作ってですね、計画的

に実施したらどうかという質問を２回していますね、

２回しているんですよ。その後、また国のほうが新

年度から、また補助率の額を上げるとかね、変えま

した。そのことも知りましたのでね、実はこの猛暑

の後の９月議会で私も３回目の質問をやる予定でし

た。でも、６月議会で市長が答弁をしてですね、豊

後高田市では実施をしようということになって、今

回、小中学校１校ずつの設計委託料が提案されてお

るわけですね。 

 私が聞きたいのはですね、今までなかなか今すぐ

実施できないという理由に挙げてきたのは、体育館

は断熱性が確保されていないと、今の国の補助基準

は、断熱性が確保されていない、古いそういう体育

館や校舎については補助対象にならないと。だから、

非常に多くの予算が必要だから、現時点では難しい

という答弁を繰り返してきたんです。私も国の状況

を調べたら、そうだったんですよ。今度変わりまし

たけどね、今年度から変わったんです。だから、今

度の議会で質問を準備しとったんですけど、何を今

聞きたいかというのは、委託料の中で設計を出すん

ですけれども、今度のこの断熱性を確保するための

――確保されていないんだけど、断熱性の問題も設

計単価の中に入っているかと、当然入っていると思

うんだけど、入っておれば、来年度の工事請負費に

当然入ってくると思いますのでね、それを聞いてい

るんです。その辺はどうなのか、小中学校どうなの

かという質疑です。 

 それから設計が終わりまして、もう今年度の工事

請負費というのにはならないと思うけど、新しい年

度で工事請負費を提案して、工事が始まると思うん

です。このまず２項についてはですね、体育館の空

調施設、エアコンが稼働を始める――利用者にとっ

て本当に良くなったなと言えるのは、いつを想定し

て、今から設計を委託してやろうとしているのか、

その辺を説明してください。 

 あと９番目は、日本遺産推進事業費について、外

国人の誘客を増やすなど、いろいろな事業をやるた

めの負担金ですけど、負担金のやりくりの問題で提

案されているようですけれども、それも市民に分か

るように、どういう事業をやって、市の負担がこう

なるけれども、実際は国から補助金をもらうから、

市の持ち出しはないんだという辺についても、簡潔

にですね、市民に分かるように説明してもらいたい

と思います。 

 以上であります。 

○議長（北崎安行君）  財政課長、伊藤昭弘君。 

○財政課長（伊藤昭弘君）  第43号議案のうち、前

年度繰越金についてお答えいたします。 

提出資料の１番の表なども、併せてご覧いただけ



９月 16日 

 - 10 - 

ればと思います。 

 令和６年度一般会計決算の実質収支額４億476万

5,299円を令和７年度に繰り越したところでございま

す。このうち、９月補正までに予算化した額１億9,027

万円と、今後の法定積立予定額２億238万3,000円を

差し引いた残額は、1,211万2,299円でございます。 

 次に、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

についてお答えいたします。 

今回、歳入予算に計上した重点支援地方交付金

1,509万2,000円は、令和７年の５月27日付けで配分

のあった推奨事業メニュー分でございまして、配分

された全額を予算計上してございます。 

なお、現時点では追加配分の予定はございません。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○市参事兼社会福祉課長（田染定利君）  それでは、

第43号議案のうち、高齢者補聴器購入費補助事業費

についてのご質疑にお答えをいたします。 

 本制度の趣旨といたしましては、聴力機能の低下

により日常生活に支障のある高齢者に補聴器の装用

を支援することで、高齢者の社会参加の促進を図り、

もって認知症及びフレイルの予防に資するとともに、

生活の質の向上を図ることを目的としております。 

 補助金上限額の２万円についての根拠についてで

ございますが、補聴器に対する補助制度については、

これまでも国の責任において持続可能な制度として

創設していただくよう、市長会などを通じて要望し

てまいりました。しかしながら、現在、その実現に

は至っていないことから、健康寿命の延伸や高齢者

の皆様方の要望などを踏まえて、今回、国に先行し

て市の独自取組として実施するものでございます。 

 全国的な補助金制度でございますけれども、これ

は、一般社団法人日本補聴器販売協会が令和６年12

月現在で取りまとめた調査を参考とさせていただい

ております。上限額でみますと、１万円から約15万

円までと幅広うございます。そうした中で、全国の

助成制度の実施状況といたしましては、22.3％の自

治体で実施中、そのうち、補助金の上限額として３

万円が最も多く、約29.7％。次いで、上限額が５万

円で19.4％。次に、本市と同様の上限２万円が16.7％

となっております。 

 併せてですね、今回の実施に当たっては、先行す

る自治体の取組状況なども考慮し、検討した結果、

対象者の要件や補助金の上限額などを設定させてい

ただいたところでございますので、ご理解のほどお

願い申し上げます。 

○議長（北崎安行君）  商工観光課長、井上重信君。 

○商工観光課長（井上重信君）  第43号議案のうち、

物価高騰対策プレミアム商品券事業費（第10弾）に

ついてのご質疑にお答えをいたします。 

 本事業につきましては、長引く物価高騰の影響を

受けている市民生活を支援するとともに、地域経済

の活性化、そして、消費が滞る冬枯れ対策として、

市独自で発行するものでございます。 

ご質疑のありました商品券の購入者の見込みの人

数でございますが、直近の過去２回の状況を見ます

と、予約申込みをされている方１人当たり平均で3.7

冊申し込みをされておりますので、その冊数を今回

の発行総数であります３万6,200冊で割り戻しまして、

約9,800人を見込んでおります。人口比率に対する見

込みでございますが、本年８月末現在の人口が２万

1,589人でございますので、先ほどの購入見込み者数

で割り戻しますと、約45％となります。 

 また、自らの購入意思で買える方は、20歳以上と

仮定した場合でございますけれども、その人口が１

万8,371人でございますので、それで割り戻しますと

53％という計算になります。発行総数に対しまして、

前回でございますけれども、全体の販売率が99.5％

であったことからも、購入を希望される方につきま

しては、ご家族の分を合わせまして、購入できてい

るものというふうに考えております。 

 率で示しますとこういった数字ではございますけ

れども、今回のプレミアム商品券につきましては、

日用品であったり、食料品であったり、ガソリンで

あったり、世帯で使えるものが購入できますことか

ら、購入申込者だけでなく、世帯にも還元されるも

のというふうに考えておりますので、より効果が波

及されるというふうに考えております。物価高騰対

策及び地域経済の活性化、消費喚起には有効な手段

であるというふうに考えております。 

 次に、昭和の町魅力持続化事業についてのご質疑

にお答えいたします。 

本事業は、昭和の町のコンセプトに沿って、豊後

高田商工会議所がコーディネートする店舗等の修景

事業などに対して、市が支援するものでございます。 

豊後高田昭和の町の店舗は、そのほとんどが木造

家屋で、どの店舗も建築から数十年が経過し、老朽

化が進行していることから、その町並みをいかにし

て後世に残していくかが、喫緊の課題となっており

ます。 
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 その対策といたしまして、通りに面した店舗等が

経年劣化により屋根や壁などの補修が必要となった

場合、建物を保全するための長寿命化の実施に対し

て、補助率３分の２で200万円を上限額とする支援メ

ニューを令和４年度に追加したところでございます。   

今回は、建築から70年以上経過し、老朽化により

屋根の損傷が著しい、漬物の店こうこう屋の屋根改

修に対する支援を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  教育総務課長、植田克己君。 

○市参事兼教育総務課長兼地域総務一課長（植田克

己君）  それでは、第43号議案のうち、まず、桂陽

小学校放課後児童クラブ利用児童数の増加に伴う、

学校教室の空調設備整備についてのご質疑にお答え

します。 

 桂陽小学校の放課後児童クラブでは、今後、利用

児童の増加が予想され、現在の施設では不足するこ

とから、新たに空き教室を確保する必要があります。

利用する教室につきましては、教室棟西側の１階に

ある現児童クラブの施設から一番近い教室を予定し

ております。その教室の代替として、現在使用され

ていない図工室を活用するために、新たに空調設備

を設けるものであります。 

 次に、高田小学校及び高田中学校の体育館への空

調設備新設に伴う設計委託についてのご質疑にお答

えします。 

これまで設置を検討するにあたり、断熱性確保対

策が課題となっておりましたが、短期間かつ安価に

実施できる断熱・遮熱対策の具体的事例等が示され

ました。具体的には、体育館は広大な空間であるた

め、人がいる活動エリアの床から２メートルから３

メートルを空調することを想定し、低い位置に溜まっ

た冷気が逃げるのを防ぐため、床近くの低い位置に

ある窓、一般的には地窓と言われる窓などを機密性

の高いものに改修すること、そして、窓からの日射

による熱影響が高いことから、アリーナに面する北

面以外の窓に遮熱フィルムを設置することで、断熱

性が確保できるとされました。そのため、今回設計

を実施するにあたっては、空調機器設置と併せ、断

熱対策を実施することも含め、設計を行う予定とし

ております。 

 また、いつから稼働できるのかということでござ

いますが、できるだけ早い完成を目指して進めてま

いりたいと思っておりますが、国庫補助金や地方債

などの財源を確保した上で工事を実施することを考

えますと、来年夏までの完成は、現時点では非常に

難しいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  文化財室長、河野典之君。 

○文化財室長（河野典之君）  第43号議案のうち、

日本遺産推進事業費についてお答えします。 

日本遺産に関しましては、豊後高田市と国東市が

連携して推進しております日本遺産鬼が仏になった

里「くにさき」のストーリーを広く周知し、国内及

び海外インバウンドの誘客につなげるための取組等

を、六郷満山日本遺産推進協議会において実施して

いるものでございます。 

なお、今回の事業は、文化庁が100％負担するモデ

ル事業であります日本遺産魅力増進事業を活用しま

すが、その運転資金として負担金を支出するもので

ございまして、国東市にも同様の負担をお願いして

おります。 

なお、事業完了後、両市の負担分につきましては、

一般会計に戻入することとしております。 

 今回の事業につきましては、海外インバウンドの

誘客に特化した事業となっております。現在、国東

半島には多くの海外インバウンドが来訪することに

なっておりますが、六郷満山文化をはじめ、深く知

り、体験するプログラムを実施するためには、民間

の旅行会社と行政の協力体制が欠かせません。本事

業では、日本遺産オフィシャルパートナーと呼ばれ

る日本遺産地域を応援する取組を行う企業グループ

や、着地型観光と呼ばれる地域ならではの体験型ツ

アーを実施する旅行会社、海外在住の旅行エージェ

ントなどの協力体制をつくり、体験プログラムを造

成したり、モニターツアーなどを行うことで誘客を

促進する事業となっております。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  補正予算だけで今30分かか

りましたのでですね、あと大事な問題についてのみ

再質疑をしたいと思います。 

 ３項目めの補聴器購入補助についてであります。 

２万円の根拠についてはですね、全国の例から見

て２万円が適正ということなんですけど、私はそう

思いませんけども、補聴器がですね、１人当たり幾

らぐらいのものを購入すると、全国調べたと言うな

らどれぐらいのものと、私は10万円から20万円とい

うように、６月議会で述べておるんですけどね。そ

の中の２万円ではね、あまりにも少ないんじゃない
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かという指摘なんですけども、どういう理解なのか

ね。 

 もう３回しか質疑できないのでもうちょっとやり

ますよ。 

 それからね、全国調べたと言うけども、私のほう

がもっと詳しく調べています。私のほうは９月１日

現在で調べました。相当時間かかりました。９月１

日現在で、条例からなんか調べてみましたけどね。

実施自治体が483自治体なんですよ。その中のね、２

万円というところが84自治体しかありません。実施

しとるところの17.4％です。一番多いのはね、２万

5,000円から５万円まで、これが344自治体ありまし

て、割合では71.2％で一番多いんですね。一番多い

ところは、さっきもありましたけどもね、14万4,900

円があると。東京の千代田区ですね、これが一番大

きいんですけども、10万円以上のところも随分ある

んですよ。私は10万円以上補助金を交付したらとは

言っていないんです。せめてね、この２万5,000円か

ら５万円までのところが71.2％もあればね、豊後高

田市が大分県の市町村の中で初めてやる。ゼロ県は

まだ残りが、豊後高田市がやりましたので、残りは

ですね、石川県と福井県と香川県だけになるんです

よ。ここは今年度まだやっていませんのでね。調べ

てみましたけど。 

大分県の中で豊後高田市だけなんですよ。それが

ね、２万円で例をつくってよいかなあと。実は、大

分市にもそういう各種団体からですね、補助制度を

つくれという請願が出されたんですよ。今度ですね、

常任委員会で議論した結果、採択されましてね。多

分、最終日の本会議でも採択されます。国東でもで

すね、副市長の答弁聞きましたけども、積極的です

ね。調査をすると、どれくらい必要があるかアンケー

ト調査をしてですね、やろうということで、早くや

ろうというような答弁をしております。宇佐はちょっ

と後退していますね、答弁が。 

それでね、私は何とか大分県一早くということを

議会では２回述べておりますね。２回の議会でね。

市長が、それに応えたということは佐々木市長は立

派と思うんですよ。 

佐々木市長はいろんな面でね、大分県一、全国トッ

プクラスと言っていますからね、これは、早さでは

大分県の中で一番先なんだけどね、額ではね。豊後

高田市の２万円、それ以下のところ、全国調べまし

たけどね、７か所しかありません。７か所なんです。

１万円のところが６か所あります。１万5,000円のと

ころが１か所なんですね。やけん豊後高田市が２万

円でしたら、全国の中で豊後高田市より下というの

は７か所しかないということも分かりました。何と

かね、これ、せめて５万円までは引き上げられるこ

とがならないのかね。５万円いかなかったら、その

中を取ってでもね、２万円ではね、あまりにもね、

大分県一、大分県一、全国トップクラスと言いなが

らね、これ弱いんじゃないかと思うんですが、市長

検討する気がないのかどうかね。で、元になるのは

ね、何ぼの中の２万円かということが一番問題なん

ですよ。何ぼの中の２万円か、２万円ぐらいもらっ

てもということでね。 

 それからね、あんた方が、じゃあ２万円が適切っ

て言うなら、２万円でこれ出したらですね、いつか

ら受付をするのかね。何人ぐらい当てにするのか、

本当にそういう希望者をよそでは調べていますよ。

いろんな形で調べて調査が始まっていますけど、豊

後高田市の場合調べていないでしょ。今度50万円し

か予算組んでないんで、50万円というのはね、25人

でしょ。25人分なんで、25人はどういう根拠で25人

ということになったのかね。その辺もちょっと明ら

かにしてもらいたいと思うんですけど、どうでしょ

うか。 

一番基本はですね、やっぱりせっかく大分県で初

めてつくる制度ですから、２万円ではなくて、まあ

見直しをする。もう見直し額は何ぼと言いませんか

ら、見直しできないか、明らかにしてください。 

 以上です。 

○議長（北崎安行君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○市参事兼社会福祉課長（田染定利君）  それでは、

再質疑にお答えをさせていただきたいと思います。 

 補聴器の購入金額ということでございます。 

これは耳かけ型など、形によってもですね、大変

幅が広うございます。例えば、５万円程度から（聞

き取れず）になりますと60万円とか70万円とかいう

金額といいますか、価格帯のものもあるようでござ

いまして、一概に幾らということはご答弁申し上げ

るところにないというふうに思っております。 

 それから、県内初となる制度で２万円という金額

の設定についてでございます。 

他の団体を見ますとですね、県などの補助制度、

補助金などを活用して実施をしている団体もあるよ

うでございますが、本県におきましては、まだそう

いった制度はございません。市独自で、単独でその

補助金を負担をして、今事業を実施するという経過
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から、先ほど申し上げましたけれども、国において

ですね、持続可能な制度として創設していただきた

いということを引き続きですね、国のほうに要望し

てまいりたいというふうに考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 それから、実施の時期でございますけれども、実

施時期につきましては、本議会に補正予算を提案さ

せていただいております。予算成立後、申請の受付

を開始をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、50人の根拠でございますが、これは、

なかなか個別の調査が難しゅうございます。でござ

いますので、市内のそういう取扱いの業者の方にお

尋ねをさせていただきましたところ、年間にこの要

件、65歳以上の非課税世帯で医師の診断を受けた方

というようなことは置いておきましても、大体40人

から50人ぐらいが年間に購入をされるであろうとい

うふうな見込みをいただいたところでございまして、

ただ、それ以外にも家電の販売店やインターネット

などで購入される方もあると思いますので、そういっ

たものも含んで年間50人を見込んでいるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  肝腎なその見直し問題につ

いてね、市長がどうかというふうに聞いたんだけど、

明確ではなかった、課長の答弁では明確じゃないん

だけどね。市長、非常に私は大事な指摘をしている

と思うんですよ。市長が悪いと言っているんじゃな

いんですよ。大分県一早く取り組んでもらうという

ことはね、評価しているんですよ。みんなの高田で

も大きく書いたように評価しているんですよ。しか

しね、県内の状況を調べてみたら、次々と実施しそ

うなんです。その時にね、私どもの党内の会議でも

議論をして、豊後高田市は２万円ちゃなにかえと、

あの佐々木市長が２万円ちゃなにかち、こげなった

わけよね、本当の話をすると。それから、利用者に

ついても、今日もある議員も言っていましたけどね、

２万円なんたってあんた補助金に入るかえというぐ

らいな意見を持っている議員もおりますよ。 

 それもね、今500万円組んどるから1,000万円にし

よと言っているんじゃないんですよね、50万円です

よ。倍にしたって100万円でしょ。豊後高田の場合、

財政事情がよいよいと言いながらね、僅か今、全国

で本当84自治体しかないんですよね。２万円なんちゃ

全国で84自治体しかない。17％しかない状況で、そ

れに右へ倣えちゅうことにならんでしょうが。もう

一回検討はできないのかね。ぜひ検討してもらいた

いと思うんですよ。それは今――昨日、敬老の日を

迎えました。敬老会だってね、一人4,000円の補助金

なんちゅうのはもう日本一ですよ、それこそ。何度

も、佐々木市長が就任した当時は1,000円からですよ。

1,000円が2,000円になり、今度4,000円でしょ。そう

いうことをやって多くのお年寄り喜ばれております

よ。今度の場合ね、やっぱりね、今５万円から70万

円と言われましたけど、普通ね、10万円から20万円

なんですよ。店でも調べました。10万円から20万円

なのに２万円もらってもね、本当にそれは、もらわ

んよりはありがたいけれどもね。ならないから見直

しができないのか。 

 それから、２万円もらうためにはね、対象者はど

ういう手続が要るんかと。証明書を提出するんなん

か、証明書というのは無料でね、医療機関が出して

くれるんですか。それもお金が要れば、２万円から

それを差し引かれたらね、実質補助金が僅かになる

んじゃないかということも心配しておりますんでね、

手続はなるべく簡単にするし、もうね、そういう負

担がないような方法も全国的にはやっていますわね。

そういうことも研究してやってもらいたいと思うん

ですけど、とにかく金額２万円の見直し、市長、検

討する余地はありませんか。これはもう検討したら、

おお、やっぱり、さすが佐々木市長ということで市

民の評価は上がると思いますよ。それも何千万円も

かけろというんじゃないんですよ。今50万円を倍に

したって、倍って言ったら４万円じゃわね、４万円

にしたって100万円でしょ。100万円あればできるこ

とでしょ。それが市長、考える、検討する余地はな

いんかね。検討してもらえませんか。休憩取ってで

も検討してもらいたいと思います。 

○議長（北崎安行君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○市参事兼社会福祉課長（田染定利君）  それでは、

大石議員の再々質疑にお答えをさせていただきます。 

 補助金２万円の見直しについてのご質疑でござい

ますが、現時点での検討については考えておりませ

ん。これまでも申し上げてまいりましたとおり、国

においてですね、持続可能な補助制度として創設を

していただきたいということをお願いをしてまいり

たいと思います。 

 それから、申請の手続についてでございます。 

手続につきましては、本議会予算議決後にですね、
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申請の受付を開始したいと思っておりますが、申請

手続については、申請書とともに医師の意見書を提

出していただくということにしております。その後

ですね、販売店の見積りなども一緒に提出をしてい

ただきまして、市のほうで決定通知を行い、決定通

知後に、ご自身で購入をしていただき、その後、補

助金の請求書とともに領収書等の提出をいただくと

いうことにしております。医師の意見書については

ですね、金額についてのご質疑でございますけれど

も、これについては、それぞれの医療機関で決定を

されることと伺っております。ただ、事前に専門医、

市内の医療機関にお尋ねをしたら、身体障害者手帳

の意見書、こういったものの３分の１程度、約1,000

円程度ではないかなというふうには伺っております

が、これはあくまでもそれぞれの医療機関で今後決

定されてくるものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今の見直しという問題につ

いて市長は答弁していないんですけど、議長、それ

でもいいと思いますか。非常に大事な問題と思いま

すがね、私は、市長にとってもね。議長の意見聞き

たいんですよ。それでいいですか。立派な答弁と思

いますか。 

○議長（北崎安行君）  大石議員に申し上げます。 

執行部の答弁が大石議員の期待する内容でないも

のとしても、それぞれの考え方が違いますので、ご

了承願います。 

質疑に移ってください。 

○16番（大石忠昭君）  じゃあ次に――これは議事

は議長に従わんといかんからね、従いますけどね。

やっぱり議長、市長が問題ということは市民からも

ね、これ出ますよ、必ず。批判が出ると思う、間違

いなく出ます。議長がそれに従うということもね、

もうそれで、市長の答弁で結構という立場を取れば、

議長に対する批判もあると思います。私はそう思い

ますよ。思うのは自由ですわね。 

 次に行きます。 

次は、プレミアム商品券のことでね、どれぐらい

利用するかということでありましたら、45％とか五

十何％という数字がありましたけどね、私は、資料

要求をしまして、皆さんに５年分の資料が提示され

ておりますけれども、その中で、一番はっきりして

いる３年分を分析してみました。３年分じゃない、

３回分ですね。３回分で私の分析した結果ではです

ね、平均しましたら9,309人の方が利用しているんで

すよ。42.5％になりますね。これは、なるんですよ

ね。あとの残りの五十何％、57.5の方は全然利用で

きないちゅうことになるでしょ。 

 今までの分も全部計算しましたら大体こういうペー

スでしょ。だから、幾ら何億円というその事業をやっ

てみても、利用している人は、それは３割分、ある

いは２割分のプレミアム分は得をするけれどもね、

利用しない人は全くしないわけですよね。そのこと

について、どう思うのかね。私は、何度も議会で、

もっと幅広く使えるように検討が要るんじゃないか

と、何か制度を変えるんですか、今までと変わって

ないんじゃないですか。これだったら、また半分以

下の人しかね、１億円を超えるプレミアム分を今回

だけでも、半分以下の人しか利用できないちゅうこ

とになるでしょ。 

 私は、お買物券のことも議論してきました。今日

もね、あるタクシーが止まってたから、そこで、玄

関で聞いたら、大石さん、何か議会でまたやっちょ

くれ、やっちょくれと、宇佐は１万円ね、地域振興

券出すんじゃけん、高田も出すこと言うちょくれと、

こうなったんです。豊後高田市も佐々木市長になり

ましたらねえ、１世帯２万円とか１人１万円とかね、

あるいは5,000円とか7,500円とかいろいろやってき

たですよ。それは、宇佐市のほうが後追いなんだけ

どね。 

 それでもね、そういうタクシーの運転手さんから

も出るぐらいにですね、今の物価高で困ってるし、

実は、商品券で３割、プレミアムをやるんだと、い

やあ、そういうのは私方買うたことないと、もう買

えんちゅうわけよね。買えないんじゃと、そんだけ

買うったら、3,000円得するけれども、１万円がん使

わないかんじゃないかと、こうなっているんですよ。 

 だからね、やっぱり抱き合わせでね、上限額を４

枚にね、４万円がんだと思うんですけれども、今ま

ではね。それを半分にして、半分はお買物券に回す

とかね、この同じ物価高騰対策については、検討が

要ると思うんじゃけど、そんなこと、検討した結果

のこれなのかどうか。今回の提案というのは、いろ

いろ研究した結果なのかどうかなんよね。もう一回、

見直す必要があるんじゃないかと思いますが、その

辺どうなんでしょうか。 

○議長（北崎安行君）  商工観光課長、井上重信君。 

○商工観光課長（井上重信君）  大石議員の再質疑

にお答えをいたします。 
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 半分以下の方が利用できていないのはどういうふ

うに考えるかというご質疑でございますけれども、

先ほどのご答弁で申し上げましたように、率で表し

ますと、そういった50％前後、50％を切るような率

にはなってしまいますけども、今回、このプレミア

ム商品券というのは、食料品であったり、日常雑貨、

あとガソリン代、その世帯で使えるものに幅広く使

えるプレミアム付き商品券でございます。 

 率よりもですね、その家計に与える影響、還元さ

れるという側面から考えても、率以上の効果が表れ

ているというふうに考えております。 

 あと２点目の地域振興券、いわゆる地域振興券と

今回のプレミアム商品券、これは議論をしてこういっ

た結果なのかといったことでございますけども、今

回の目的は、物価高騰対策と併わせまして、経済の

活性化、経済循環を促進するということも大きな目

的でございます。一律支給をされる、いわゆる地域

振興券と比較して、プレミアム商品券というのは、

消費に回る額が当然大きくなりますことから、地域

内での消費喚起の効果が非常に高い、それと併わせ

て、額面が上ることによりまして、購入、家電など

購入できる品目も基本的には上がりますんで、地域

に与える経済の活性化にとっては、非常に大きいと

いう判断で、検討した結果、今回、プレミアム商品

券でご提案させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  残念ながらね、時間があり

ませんのでね、もうこれ以上言っても、何ちゅうか

ね、もう、１回決めとるんじゃから決めたとおりや

るのが何が悪いかという論なんですけどね。それじゃ

いかんと思いますよ、市長、ね。やっぱり市民の声

をもっともっと聞いてですね、やっぱり市民の声に

応える形でね、同じ物価高騰対策で市の金を使うん

ならね、やっぱりもっともっと大勢が利用できる方

法をね、私は、半額はお買い物券に回すということ

も検討してくれということをさらに要求して、次に

行きます。 

 次は、第46号議案の小・中学校のタブレットの購

入、これ更新の問題なんですけども、これがですね、

前回の９月議会も提案されまして、会議録読んでみ

ましたけども、ちょっと矛盾したことになりますね。

気が付いていますか。それでね、もう一言しか時間

がないから言いませんけどね。今回、これを更新す

ることになった、あといくら残るのか、あと残った

ものについてはどうする考えなのかですね。 

 前回ではですね、もうこれは、令和２年度に購入

しているから、もっと先に計画を作ってやりましょ

うと言いながら、先じゃなくてもう１年後には出て

きたからね、矛盾しているんですよ。前の答弁を見

てごらん、答弁に間違いがありますからね。それは

今、答弁しなくてもいいんやけども、佐々木市長は、

節約できるものは節約しようということで、これ県

下で入札をしているんだけどもね、なるべく安くな

らないといかんけれども、私は、もう残りも全部更

新するちゅうんならば、一緒に入札したほうが安い

んじゃないかと思うし、更新時期が早いんじゃない

かと思ってならないんです。その辺はどうなんです

か。 

 今、更新しようというのは、いつ新調したものな

んですか。余りにも早いんじゃないの、更新は。 

○議長（北崎安行君）  教育総務課長、植田克己君。 

○市参事兼教育総務課長兼地域総務一課長（植田克

己君）  それでは、第46号議案の小・中学校教育用

タブレット端末の購入についてのご質疑にお答えし

ます。 

 まず、議員ご質疑の、どれぐらいあって、何年間

かけてということでございますが、全体で児童、生

徒分合わせて、教職員分も合わせて、約1,700台から

1,800台ぐらいのタブレット端末がございます。 

 そのうち、昨年度は、平成29年から30年にかけて

導入した子ども議会の提案を受けて導入したタブ

レット端末を更新しております。今回のタブレット

端末につきましては、令和２年にＧＩＧＡスクール

の開始と同時に購入したタブレット端末でございま

す。 

 早いんじゃないかということでございますが、全

体的には、どの市町村も本年度から主に更新をかけ

ているということで、必ずしも早いというふうには

考えておりません。 

 また、何年間かけてということでございますが、

１年間かけて一気に購入するよりは、段階的に年数

を分けて、均等的にですね、導入を図ってまいりた

いということでございますので、あと３年間ほどで

すね、全体で５年間かけて更新をする予定となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  時間があと７分ですので、

第47号議案の高田城の土塁の跡地についての購入問
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題についてお尋ねいたします。 

 質疑としては、用地買収に至る経過について説明

してもらうものと、購入した後の有効活用、地域住

民の環境を守るという、環境整備も含めてどういう

ことを考えてるのか答えてください。 

○議長（北崎安行君）  文化財室長、河野典之君。 

○文化財室長（河野典之君）  それでは、第47号議

案について、玉津の高田城二ノ丸跡の土塁の取得に

ついてお答えします。 

 高田城跡は、本丸と二ノ丸の各遺構の遺存状態が

よく、県下でも屈指の規模を誇る貴重な遺跡でござ

います。 

今回、取得する用地は、市道入津原中之島線沿い

の豊後高田検察庁跡地の東側の後背地になります。 

 経緯を申し上げますと、令和４年８月に民間事業

者から開発計画の照会があり、その後、埋蔵文化財

発掘の届出が提出されました。 

 事業者と土塁の保存、調査について協議を行って

きましたが、事業の性格上、土塁の掘削は免れない

ことから、本調査を実施することとなりました。 

しかしながら、土塁の調査方法を検討する中で、

県内外の城郭研究者を含む学識経験者等から、今回

の取得予定の土塁部分に関しては、高田城跡の遺構

の中でも、特に保存状態が良好に残る場所であるこ

とから、保存すべきではないかという提言を受け、

庁内で検討した結果、貴重な文化財を後世に伝える

ため、土地を取得し保存することといたしました。 

 次に、取得後の用地の有効活用構想についてお答

えします。 

 今後につきましては、市の史跡指定をし、その後、

県の史跡指定へ申請を行い、県指定となり次第、史

跡公園として活用するため、学識経験者等の意見を

拝聴するための高田城跡史跡公園整備検討委員会、

こちらは仮称でございますが、こちらを立ち上げて、

公園化に向け準備をしてまいる予定です。 

 なお、今回は、希少な文化財を後世に伝えるため

の保存を目的としておりますので、取得する土地に

ついてのみを対象とし、市民が憩える緑地帯として

必要最小限の公園化を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  ちょうど全部質疑できます

んでやりますけど、今の点で１点だけね、私も郷土

史についてはいろいろ研究してきたほうなんですけ

れども、大分県中調べてみても、高田城跡みたいに

ですね、内堀と外堀がほぼ現状のまま残っているの

は高田城だけなんです、大分県で。それだけ価値観

があるんですね。 

 この問題で、今までも会議録ずっと何十年前から

も調べてみましたけども、議論してきておるんです

けども、今回ですね、やっぱり土塁地を購入すると

いうことで公園化をするということは一歩前進で、

私は評価します。今後についてはね、やっぱりあれ

の環境問題ちゅうのは、外堀だけじゃない内堀も含

めてありますのでね、やっぱり教育長、検討しても

らえませんか。公園化と同時にね、史跡を守るとい

う、環境整備も、地域の皆さんのためにも環境整備

もするという方法で検討するということを答弁でき

ませんか。 

○議長（北崎安行君）  文化財室長、河野典之君。 

○文化財室長（河野典之君）  堀につきましては、

文化財室として単独で整備するということは困難と

考えております。関係課や関係団体と連携、協議し

ながら研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  最後になりました、報第９

号について、債権放棄の議題が生活保護費、それか

ら水道料金の問題があるんですけども、時間の範囲

でいいですから、市民が納得できるようにですね、

こういうことなんだというから了承してもらいたい

というように、市民に分かるような言葉で説明して

もらえませんか。 

 以上です。 

○議長（北崎安行君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○市参事兼社会福祉課長（田染定利君）  それでは、

報第９号のうち、生活保護費返還金の債権放棄につ

いてのご質疑にお答えをいたします。 

 今回の債権放棄となる案件につきましては、生活

保護法第78条により、生活保護受給者が保護受給中

に受け取った保護費の一部を返還することとなった

ものでございます。 

対象となった返還金については、これまで債権管

理の取扱いに準じて督促状の送付や随時の訪問によ

る生活実態の把握に努めてまいりましたが、本件対

象者は疾病により長期間就労できず、現在も他市に

おいて引き続き生活保護を受給しており、弁済に向

けた資力もなく、今後も同じ状況が続くと見込まれ

る状態であることから、豊後高田市債権管理条例第
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７条第１項第５号の規定により、消滅時効に係る時

効期間を満了したものとして債権放棄をしたもので

ございます。 

以上でございます。 

○議長（北崎安行君）  上下水道課長、近藤 毅君。 

○上下水道課長（近藤 毅君）  報第９号のうち、

水道料金の債権放棄についてお答えいたします。 

 今回、債権放棄をした５名分、５万4,820円につき

ましては、令和元年度の水道料金で未納となってい

た分であります。 

その理由につきましては、消滅時効に係る時効期

間が満了したためでありまして、具体的には居所不

明、転出後に連絡が取れなくなった、本人死亡といっ

た理由で債権放棄をしたものでございます。 

 以上であります。（○16番（大石忠昭君）  終わり

ます） 

○議長（北崎安行君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただいま議題となっております第43号議案から第

51号議案までについては、お手元に配付いたしまし

た議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員

会に付託いたします。 

○議長（北崎安行君）  日程第２、決算審査特別委

員会の設置及び委員選任についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

第52号議案、令和６年度豊後高田市歳入歳出決算

の認定について、第53号議案、令和６年度豊後高田

市水道事業会計剰余金の処分等及び決算の認定につ

いて、並びに第54号議案、令和６年度豊後高田市下

水道事業会計剰余金の処分等及び決算の認定につい

ては、議会選出の監査委員１名を除く全議員をもっ

て構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、審査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北崎安行君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第52議案から第54議案までについては、

議会選出の監査委員を除く全議員をもって構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審

査することに決しました。 

決算審査特別委員会委員の方々には、本日の本会

議終了後、決算審査特別委員会を開いて、正副委員

長の互選を行い、その結果を報告願います。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は、明日午前10時に再開し、一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時05分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに

署名する。 
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